
議案第１２４号 

 

事業契約について((仮称)北部学校給食センター整備・運営事業) 

次のとおり、事業契約を締結する。 

 

令和６年１１月１８日提出 

 

相模原市長 本 村 賢 太 郎 

 

１ 事業の名称 

  (仮称)北部学校給食センター整備・運営事業 

２ 事業の場所 

相模原市緑区大島１２２９番７５ほか 

３ 契約金額 

１４，１５２，５２８，１９９円 

４ 契約の相手方 

  相模原市南区松が枝町４番５号 

  株式会社相模原学校給食サービス 

    代表取締役 本 橋  護 

５ 契約期間 

本契約締結の日から令和２３年７月３１日まで 

６ 契約締結の方法 

条件付一般競争入札(総合評価方式) 

 

提案の理由 

(仮称)北部学校給食センター整備・運営事業に係る事業契約を締結いたしたく、

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成１１年法

律第１１７号)第１２条の規定により提案するものである。 
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議案第１２４号関係資料(その１) 

 

(仮称)北部学校給食センター整備・運営事業の概要 

 

１ 事業内容 

  (仮称)北部学校給食センター(以下「本施設」という。)の整備、開業準備、維

持管理及び運営並びに中学校配膳室の改修及び運営 

２ 事業方式 

  民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成１１年

法律第１１７号)第８条第１項の規定により選定した民間事業者が、本施設の設

計及び建設を行った後、本市に本施設の所有権を移転し、本施設の開業準備並び

に維持管理及び運営を行う方式 

３ 本施設の概要 

（１）敷地面積 

   約９，８００平方メートル 

（２）供給能力 

   １日当たり８，０００食程度 

（３）配送対象校 

   大沢中学校、旭中学校、相原中学校、内出中学校、上溝中学校、田名中学校、

清新中学校、中央中学校、上溝南中学校及び小山中学校 

４ 民間事業者が行う主な業務 

（１）施設整備業務 

   事前調査業務、設計業務、建設工事業務、工事監理業務、調理設備及び調理

備品調達業務、配送車両調達業務、学校配膳室等改修業務、解体工事業務等 

（２）開業準備業務 

   業務従事者等研修業務、調理及び配送リハーサル業務等 

（３）維持管理業務 

   建物及び建築設備維持管理業務、調理設備及び調理備品維持管理業務、配送

車両維持管理業務、外構等維持管理業務、清掃業務、警備業務等 

（４）運営業務 

   給食調理業務、洗浄等業務、配送及び回収業務、学校配膳室等業務、残さ等
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処理業務、食育支援業務、衛生検査業務、災害時における炊き出し等業務等 
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議案第１２４号関係資料(その２) 

 
 

案 内 図 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (仮称)北部学校給食センター 

大 島  
県
道
鍛
冶
谷
相
模
原 

 

上九沢 

大沢中学校  
大沢小学校  

緑 区  
下九沢  

大島小学校  

橋本台(４) 

大沢まちづくりセンター  
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議案第１２４号関係資料(その３) 

 

契約の相手方の概要 

 

１ 所在地及び名称 

  相模原市南区松が枝町４番５号 

  株式会社相模原学校給食サービス 

２ 代表者 

  代表取締役 本橋 護 

３ 設立年月日 

  令和６年１０月１７日 

４ 資本金 

  ３０，０００千円 

５ 出資者 

（１）代表企業 

   東京都台東区東上野１丁目１４番４号 

   株式会社東洋食品 代表取締役 荻久保 英男 

（２）代表企業以外の企業 

   東京都千代田区神田小川町３丁目２０番地 

   株式会社楠山設計 代表取締役 久寿米木 康宣 

   横浜市中区太田町１丁目１５番地 

   東亜建設工業株式会社横浜支店 支店長 堀越 研司 

   相模原市南区松が枝町４番５号 

   株式会社中島建設 代表取締役社長 中島 一弘 

   相模原市中央区小山２丁目７番２２号 

   株式会社入江建設 代表取締役 入江 功 

   厚木市幸町８番３号 

   タニコー株式会社厚木営業所 所長 星 琢磨 

   横浜市西区みなとみらい４丁目７番３号 

   株式会社オーエンス横浜支店 支店長 朝倉 雅昭 

   相模原市中央区淵野辺３丁目１番２号 
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   相模ガス株式会社 代表取締役 杉岡 芳樹 

   横浜市西区みなとみらい２丁目３番５号 

   ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社神奈川支店 神奈川支店長 永井 

貴久 
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円 

議案第１２４号関係資料(その４) 

 

   入札状況 

 

№ 
入 札 参 加 者 

の 代 表 企 業 

入 札 状 況 

備考 性 能 

評価点 
入 札 価 格 

価 格 

評価点 

総 合 

評価点 
順位 

１ 
株式会社東洋

食品 
456.25 12,881,445,304 400.0 856.25 １ 落札 

※ 開 札 日 時 令和６年８月９日 午後２時００分 

※ 予 定 価 格 １３，３４３，０１９，０００円(消費税及び地方消費税相

当額を除いた額) 

※ 入札価格に、消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が落札価格(契約

金額)となる。 

※ 性能評価点(６００点満点)は、相模原市学校給食センター整備・運営事業等

選定委員会において、入札参加者から提出された提案書について、落札者決定

基準に定める評価基準に基づき評価を行ったものである。 

※ 価格評価点(４００点満点)は、入札価格について、落札者決定基準に定める

方法に基づき算出したものである。 

※ 落札者は、(仮称)北部学校給食センター整備・運営事業に係る施設整備、開

業準備、維持管理及び運営を行うことを目的とする特別目的会社を設立し、当

該特別目的会社が事業契約の相手方となる。 
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議案第１２５号 

 

事業契約について((仮称)南部学校給食センター整備・運営事業) 

次のとおり、事業契約を締結する。 

 

令和６年１１月１８日提出 

 

相模原市長 本 村 賢 太 郎 

 

１ 事業の名称 

  (仮称)南部学校給食センター整備・運営事業 

２ 事業の場所 

相模原市南区古淵５丁目３１５３番ほか 

３ 契約金額 

１６，６１４，６９５，８３５円 

４ 契約の相手方 

  相模原市南区大野台４丁目１番４８号 

  株式会社さがみ南部給食センター 

    代表取締役 松 井 大 輔 

５ 契約期間 

本契約締結の日から令和２３年７月３１日まで 

６ 契約締結の方法 

条件付一般競争入札(総合評価方式) 

 

提案の理由 

(仮称)南部学校給食センター整備・運営事業に係る事業契約を締結いたしたく、

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成１１年法

律第１１７号)第１２条の規定により提案するものである。 
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議案第１２５号関係資料(その１) 

 

(仮称)南部学校給食センター整備・運営事業の概要 

 

１ 事業内容 

  (仮称)南部学校給食センター(以下「本施設」という。)の整備、開業準備、維

持管理及び運営並びに中学校配膳室の改修及び運営 

２ 事業方式 

  民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成１１年

法律第１１７号)第８条第１項の規定により選定した民間事業者が、本施設の設

計及び建設を行った後、本市に本施設の所有権を移転し、本施設の開業準備並び

に維持管理及び運営を行う方式 

３ 本施設の概要 

（１）敷地面積 

   約９，８００平方メートル 

（２）供給能力 

   １日当たり９，０００食程度 

（３）配送対象校 

   大野北中学校、共和中学校、緑が丘中学校、弥栄中学校、由野台中学校、相

陽中学校、大野南中学校、相模台中学校、上鶴間中学校、麻溝台中学校、大野

台中学校、相武台中学校、谷口中学校、新町中学校、若草中学校、鵜野森中学

校及び東林中学校 

４ 民間事業者が行う主な業務 

（１）施設整備業務 

   事前調査業務、設計業務、建設工事業務、工事監理業務、調理設備及び調理

備品調達業務、配送車両調達業務、学校配膳室等改修業務等 

（２）開業準備業務 

   業務従事者等研修業務、調理及び配送リハーサル業務等 

（３）維持管理業務 

   建物及び建築設備維持管理業務、調理設備及び調理備品維持管理業務、配送

車両維持管理業務、外構等維持管理業務、清掃業務、警備業務等 
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（４）運営業務 

   給食調理業務、洗浄等業務、配送及び回収業務、学校配膳室等業務、残さ等

処理業務、食育支援業務、衛生検査業務、災害時における炊き出し等業務等 
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議案第１２５号関係資料(その２)  

 
 

案 内 図 
 
 
 

 

 

(仮称)南部学校給食センター 

 

古淵(５) 

古淵(６) 

古淵(４) 

古淵(３) 

東大沼(１) 

若松(１) 

鵜野森(１) 

鵜野森(２) 

古淵鵜野森公園 

鵜野森中学校  

大野小学校 

町田市 
大野中まちづくりセンター  
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議案第１２５号関係資料(その３) 

 

契約の相手方の概要 

 

１ 所在地及び名称 

  相模原市南区大野台４丁目１番４８号 

  株式会社さがみ南部給食センター 

２ 代表者 

  代表取締役 松井 大輔 

３ 設立年月日 

  令和６年１０月１８日 

４ 資本金 

  １０，０００千円 

５ 出資者 

（１）代表企業 

   大和市中央林間西３丁目６番１５号 

   株式会社山路フードシステム 代表取締役 松井 大輔 

（２）代表企業以外の企業 

   横浜市中区真砂町４丁目４３番地 

   大日本土木株式会社横浜営業所 所長 加藤 慎二郎 

   東京都台東区根岸２丁目１９番１８号 

   株式会社マルゼン 代表取締役社長 渡辺 恵一 

   相模原市中央区相模原６丁目２０番１号 ウイッツ西門プラザ 

   株式会社ウイッツコミュニティ 代表取締役 平鍋 太一 
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円 

議案第１２５号関係資料(その４) 

 

   入札状況 

 

№ 
入 札 参 加 者 

の 代 表 企 業 

入 札 状 況 

備考 性 能 

評価点 
入 札 価 格 

価 格 

評価点 

総 合 

評価点 
順位 

１ 

株式会社山路

フードシステ

ム 

340.00 15,138,357,106 400.0 740.00 １ 落札 

※ 開 札 日 時 令和６年８月９日 午後１時００分 

※ 予 定 価 格 １５，２４５，９０７，０００円(消費税及び地方消費税相

当額を除いた額) 

※ 入札価格に、消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が落札価格(契約

金額)となる。 

※ 性能評価点(６００点満点)は、相模原市学校給食センター整備・運営事業等

選定委員会において、入札参加者から提出された提案書について、落札者決定

基準に定める評価基準に基づき評価を行ったものである。 

※ 価格評価点(４００点満点)は、入札価格について、落札者決定基準に定める

方法に基づき算出したものである。 

※ 落札者は、(仮称)南部学校給食センター整備・運営事業に係る施設整備、開

業準備、維持管理及び運営を行うことを目的とする特別目的会社を設立し、当

該特別目的会社が事業契約の相手方となる。 
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議案第１２６号  

 

和解について(土地所有権移転登記請求控訴事件) 

相模原市南区麻溝台５丁目２１６２番の１０の土地に係る土地所有権移転登記請

求控訴事件について、次のとおり和解する。 

 

令和６年１１月１８日提出 

 

相模原市長 本 村 賢 太 郎  

 

１ 和解の相手方 

  市内在住者 

２ 和解の要旨 

（１）相手方及び本市の間において、本市が、相模原市南区麻溝台５丁目２１６２

番の１０の土地(以下「本件土地」という。)につき、所有権を有することを確

認する。 

（２）本市は、相手方に対し、金１，１９４，９６０円により本件土地を売り渡

し、相手方はこれを買い受ける。 

（３）相手方は、本市に対し、(２)の本件土地売渡しに係る金員を本和解成立日か

ら１４日以内に本市に支払う。 

（４）本市は、相手方に対し、(３)の金員の支払日から１４日以内に本件土地につ

き所有権移転登記手続をする。 

所有権移転登記手続の費用は、相手方の負担とすることとし、相手方は本和

解成立日から７日以内に所有権移転登記(嘱託登記)に必要な額の収入印紙及び

住民票の写しを本市に交付することとする。 

（５）相手方及び本市の間において、本件土地につき、相手方が相模原市認定外道

路管理条例(平成１７年相模原市条例第１４５号。以下「条例」という。)第４

条第１項の規定に基づく許可を受けずに認定外道路の占用をしていることを確

認する。 

（６）相手方は、平成２７年１月１０日から令和７年１月９日までの期間に係る本

件土地の占用料相当額及び利息として金４４０，０５５円を本和解成立日から

179



 

１４日以内に本市に支払う。 

（７）相手方及び本市の間において、本市が、相模原市南区麻溝台５丁目２１６２

番の１１の土地の一部の土地(以下「隣接土地」という。)につき、所有権を有

することを確認する。 

（８）相手方及び本市の間において、隣接土地につき、相手方が条例第４条第１項

の規定に基づく許可を受けずに認定外道路の占用をしていることを確認する。 

（９）相手方は、平成２７年１月１０日から令和７年１月９日までの期間に係る隣

接土地の占用料相当額及び利息として金２３６，２７２円を本和解成立日から

１４日以内に本市に支払う。 

（１０）相手方及び本市の間において、隣接土地につき、相手方は条例第４条第１

項の規定に基づく許可に係る申請をし、本市は、条例第５条に規定する基準に

適合する場合は許可をする。 

（１１）相手方は、本市に対するその余の請求を放棄する。 

（１２）相手方及び本市は、相手方及び本市の間に、本件に関し、和解条項に定め

るほか、何らの債権債務が存しないことを相互に確認する。 

（１３）訴訟費用は、第１審及び控訴審とも各自の負担とする。 

３ 和解の方法 

  民事訴訟法(平成８年法律第１０９号)第８９条第１項の規定による訴訟上の和

解により行う。 

４ 事件の概要 

（１）相手方は、本市が所有する認定外道路である本件土地について、相手方の祖

父が平成３年６月２日から所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と占有を

開始し、平成２３年６月１日に取得時効が完成したとして、令和４年７月２１

日に、本市が相手方の祖父に対して時効取得を原因とする所有権移転登記手続

をすることを求める訴えを横浜地方裁判所相模原支部に提起した。 

（２）令和５年１０月２７日に第１審の判決が言い渡され、相手方の請求は棄却さ

れたが、相手方は、第１審の判決の内容を不服として、同年１１月１０日に東

京高等裁判所に控訴した。 

（３）控訴審の審理の中で、東京高等裁判所から本市及び相手方に対し、民事訴訟

法第８９条第１項の規定による和解の試みがなされ、令和６年１０月２４日に

和解案が提示された。 
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提案の理由 

  相模原市南区麻溝台５丁目２１６２番の１０の土地に係る土地所有権移転登記

請求控訴事件について和解いたしたく、地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第

９６条第１項第１２号の規定により提案するものである。 
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議案第１２６号関係資料  

 
 

案 内 図 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
  
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 

本件土地及び隣接土地 

双葉(１) 

麻溝台(５) 

双葉小学校  

麻溝台中学校  

麻溝台(６) 
麻溝台(７) 

麻溝台(８) 双葉(２) 

御
園(

４) 

麻溝台(１) 麻溝台(２) 

麻溝台(４) 

麻溝台(３) 
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土 地 所 在 図 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

凡 例 

本件土地 

隣接土地 
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議案第１２７号 

 

指定管理者の指定について(相模原市立相模湖ふれあいパーク) 

次のとおり、指定管理者を指定する。 

 

令和６年１１月１８日提出 

 

相模原市長 本 村 賢 太 郎 

 

１ 管理を行わせる施設の名称 

  相模原市立相模湖ふれあいパーク 

２ 指定管理者 

  所在地 埼玉県行田市行田２２番１０号 

  名 称 株式会社サンワックス 

３ 指定の期間 

  令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

 

提案の理由 

相模原市立相模湖ふれあいパークの指定管理者を指定いたしたく、地方自治法

(昭和２２年法律第６７号)第２４４条の２第６項の規定により提案するものであ

る。 
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議案第１２７号関係資料(その１) 

 

株式会社サンワックスの概要 

 

１ 設立年月日 

昭和４６年２月１日 

２ 規模 

（１）従業員数等 役員７名、従業員１，２７４名 

（２）資本金 ５０，０００，０００円 

３ 事業概要等 

（１）事業概要 

ア 建物内外の清掃業務 

イ 警備保安業務 

ウ 電気・空調・給排水衛生設備の工事及び保守運転管理 

エ 公共施設の維持・管理に関する事務の受託 

オ 植栽・造園関連事業 

カ 公共料金の徴収に関わる検針及び収納代行業務 

キ 消防設備の保守管理・点検及び設置改修工事 

ク 地方自治法(昭和２２年法律第６７号)に基づく指定管理者制度における公

の施設の管理運営 

（２）公の施設の主な管理実績 

ア 相模原市立相模湖ふれあいパークの指定管理者(令和４年４月から現在に

至る。) 

イ 相模原市立さがみ湖リフレッシュセンターの指定管理者(令和６年４月か

ら現在に至る。) 

ウ 熊谷運動公園の指定管理者(平成２１年４月から現在に至る。) 

エ 八千代市指定管理公園の指定管理者(平成３１年４月から現在に至る。) 

   ※ ウについては、共同企業体の構成員としての指定管理者 
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議案第１２７号関係資料(その２) 

 

   相模原市立相模湖ふれあいパークの指定管理者の選考について 

 

１ 選考理由 

株式会社サンワックス(以下「候補団体」という。)を指定管理者として選考し

た理由は、次のとおりである。 

（１）評価基準に基づき採点を行った結果、最低基準得点を超え、かつ、最も高い

合計得点(得点内容は、２(４)イのとおり)であったこと。 

（２）評価項目において、施設設置目的に照らして適正な施設運営が行われる水準

を満たしており、かつ、市民サービスの向上が図られるものと評価したこと。 

（３）候補団体の経営状況が良好であり、継続的な管理運営が期待できること。 

２ 選考までの経過 

（１）指定管理者となる要件 

法人その他の団体 

（２）指定管理者の公募 

ア 募集要項の配布 令和６年６月１７日から同年８月２３日まで 

イ 説明会及び現地見学会 令和６年６月２８日(参加数 ６団体) 

ウ 申請の受付 令和６年７月２２日から同年８月２３日まで(申請数 ２団

体) 

（３）候補団体以外の申請団体 

名称 所在地 

特定非営利活動法人明穂会 相模原市緑区千木良２８３番地２ 

（４）選考 

令和６年９月２４日に、相模原市立相模湖ふれあいパークに係る緑区役所指

定管理者選考委員会(以下「選考委員会」という。)において、申請のあった２

団体による提案説明を実施し、それを踏まえ、各選考委員が評価基準に基づき

採点を行った。 

  ア 選考委員会の委員の構成 

委員長(大学教授)及び委員(税理士１名、民間事業者１名、市職員１名) 

計４名 
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イ 評価基準・評価結果 

（ア）委員４名の候補団体に対する評価基準に基づく評価結果は、次のとおり

である｡ 

評価項目 配点 得点 

事業計画  

内 

訳 

指定管理者の適性 ２０ 

 

１８ 

 

 

管理運営方針 ６０ 

 

６０ 

 地域活性化 ６０ 

 

４８ 

 計画事業(自主事業を除く。) ６０ 

 

５１ 

 自主事業 ２０ 

 

１６ 

 利用者ニーズ ２０ 

 

１４ 

 維持管理計画 ２０ 

 

１６ 

 人員配置 ２０ 

 

１５ 

 安全管理及び緊急時の対応 ２０ 

 

１６ 

 

 

適正な管理・経理 ２０ 

 

１７ 

 小計 ３２０ 

 

２７１ 

 収支計画・経費的効果  

内 

訳 

収支計画の妥当性 ２０ 

 

１７ 

 指定管理料の削減 ２０ 

 

１２ 

 利益の還元 ２０ 

 

１８ 

 小計 ６０ 

 

４７ 

 管理能力 

 

 

内 

訳 

団体の経営状況 ２０ 

 

１９ 

 

 

団体の管理能力 ４０ 

 

３８ 

 労働環境の適正性 ２０ 

 

１６ 

 小計 ８０ 

 

７３ 

   合計 ４６０ 

 

３９１ 

     備考 事業計画、収支計画・経費的効果及び管理能力に係る評価に関する 

合計得点における最低基準得点は、２７６点とした。 

（イ）候補団体以外の申請団体の得点の合計は、次のとおりである。 

名称 得点 
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特定非営利活動法人明穂会 ２５７ 

（ウ）申請のあった２団体について、配点の合計(４６０点)を１００点満点に

換算した場合の得点は、次のとおりである。 

名称 得点 

株式会社サンワックス ８５   

 

 

 

特定非営利活動法人明穂会 ５５．８ 

     備考 小数点以下１位未満を切り捨てた。 
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議案第１２８号 

 

当せん金付証票の発売限度額について 

当せん金付証票法(昭和２３年法律第１４４号)第４条第１項の規定により、令和

７年度における当せん金付証票の発売限度額について次のとおり定める。 

 

  令和６年１１月１８日提出 

 

相模原市長 本 村 賢 太 郎  

 

 令和７年度の発売限度額 ４，５００，０００，０００円 

 

提案の理由 

   令和７年度における公共事業等の費用の財源に充てるための当せん金付証票を

発売するに当たり、その発売限度額を定める必要があるため、当せん金付証票法

(昭和２３年法律第１４４号)第４条第１項の規定により提案するものである。 
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